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資料２



市町村こども計画の策定について
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１．こども計画策定の背景

○こども施策の総合的な推進、市民にとってのわかりやすさの向上、計画策定の事務効率化のため、こどもに

関する各法律に位置づけられている4つの個別計画を一体的化した「市町村こども計画」を策定する。

○今年度策定される国のこども大綱、本市関連計画及び次期総合計画の計画期間等を踏まえ、令和６年度中に

策定する。

○こどもや若者、子育て当事者等の意見を十分に反映させた計画とする。

○こども基本法の規程において、市町村は、市町村こども計画を定めるよう努めることとされた。

○市町村こども計画は、関係法に基づく個別計画と一体のものとして作成可能。

２．策定方針

３．スケジュール（案）
2020年度
(R2年度）

2021年度
(R3年度）

2022年度
(R4年度）

2023年度
(R5年度）

2024年度
(R6年度）

2025年度
(R7年度）

2026年度
(R8年度）

2027年度
(R9年度）

年度中
策定予定

各種調査 策定作業

市計画

総合計画

③次世代育成支援行動計画 （子ども輝き未来プラン）

④子ども・子育て支援事業計画 （子ども・子育て支援事業計画）

②子どもの貧困対策計画 （子どもの未来応援アクションプラン）

①子ども・若者計画 　※新規

【国】こども大綱

【熊本市】こども計画

第７次総合計画（2016年度〜2023年度） 次期総合計画（2024年度〜2031年度）

プラン2020（2020年度〜2024年度）

アクションプラン（2018年度〜2023年度）

第二期計画（2020年度〜2024年度）

延長

一体化

こども計画（2025年度～予定）


